
























































































































































（別紙８：撤去施設及び維持管理施設業務の対象となる施設の詳細） 

 

 

豊橋浄水場 所在地：豊橋市東小鷹野二丁目地内 

【浄水施設】 

着水井 

構造：ＲＣ造 

寸法：長 16.0ｍ×幅 6.0ｍ×深 4.1ｍ 

池数：1 池 

容量：390 ㎥ 

高速沈殿池 

構造：ＲＣ造 

寸法：長 23.2ｍ×幅 23.2ｍ×深 4.65ｍ 

池数：4 池 

容量：2,500 ㎥/池 

形式：スリラー循環型（アクセレータ） 

処理能力：30,000 ㎥/日・池 

急速ろ過池 

構造：ＲＣ造 

寸法：長 10.5ｍ×幅 9.08ｍ（95.3 ㎥/池） 

池数：12 池 

ろ過速度：標準 120ｍ/日 

形式：重力式砂ろ過方式（砂層 60 ㎝、砂利層 20 ㎝） 

洗浄方式：表洗 固定式ポンプ加圧、逆洗 高架水槽 

表洗ポンプ：型式 立軸斜流、吐出量 20.0 ㎥/分、揚程 40.0ｍ 

電動機出力 190 ㎾、台数 2 台 

揚水ポンプ：型式 立軸斜流、吐出量 8.8 ㎥/分、揚程 30.0ｍ 

電動機出力 70 ㎾、台数 2台 

塩素混和池 

構造：ＲＣ造 

寸法：長 19.0ｍ×幅 11.0ｍ×深 4.6ｍ 

池数：1 池 

容量：960 ㎥ 

浄水池 

構造：ＲＣ造 

寸法：1 号 長 38.9ｍ×幅 18.9ｍ×深 4.2ｍ 

2 号 長 38.9ｍ×幅 33.9ｍ×深 4.2ｍ 

容量：1 号 3,100 ㎥（1池）、2号 5,500 ㎥（1 池）、計 8,600 ㎥ 

高架水槽 

構造：鋼板製（内面タールエポキシ塗装） 

寸法：長 19.8ｍ×幅 17.6ｍ×深 1.5ｍ 

有効容量：520 ㎥ 

槽数：1 槽 

流量計室 

構造：ＲＣ造（地下式） 

名称：三ツ口系取水流量計室、総合原水流量計室、豊橋線流量計室、新

城（第二新城）線流量計室 



 

 

【薬品注入設備】 

硫酸バンド注入設備 

貯槽：寸法φ3.5ｍ×H4.2ｍ、容量 45 ㎥/槽、槽数 2 槽 

定圧槽：寸法φ1.0ｍ×H1.3ｍ、容量 0.6 ㎥/槽、槽数 1 槽 

注入槽：注入範囲 14～250L/h、台数 2 台 

ＰＡＣ注入設備 

貯槽：寸法φ3.2ｍ×H4.3ｍ、容量 35 ㎥/槽、槽数 1 槽 

寸法φ3.2ｍ×H2.4ｍ、容量 18 ㎥/槽、槽数 1槽 

定圧槽：寸法φ1.0ｍ×H1.3ｍ、容量 0.6 ㎥/槽、槽数 1 槽 

注入槽：注入範囲 24～550L/h、台数 2 台 

苛性ソーダ注入設備 

貯槽：寸法φ3.0ｍ×H4.3ｍ、容量 30 ㎥/槽、槽数 2 槽 

定圧槽：寸法φ1.0ｍ×H1.3ｍ、容量 0.6 ㎥/槽、槽数 1 槽 

注入槽：注入範囲 0.7～85L/h、台数 1 台 

注入範囲 0.7～60L/h、台数 3 台 

薬注用空気源設備 

吐出量：600L/分 

最高圧力：0.83MPa 

電動機：3φ5.5 ㎾×2 台 

空気槽：容量 1 ㎥×2 槽 

活性炭注入設備 

溶解槽：型式 鋼板製円筒型、寸法φ2.43ｍ×H1.53ｍ 

容量 5 ㎥/槽、槽数 2 槽 

注入ポンプ：型式 横型単段片吸込ブランケット型 

吐出量 200L/分、電動機 5.5 ㎾、台数 2 台 

次亜塩注入設備 

貯槽：材質 外面 FRP、内面 PVC ライニング、型式 横型円筒形 

寸法φ2.1ｍ×5.24L、容量 13 ㎥、数量 2 基 

注入方式：インゼクター＋電磁流量計計量 

次亜塩注入機：注入範囲（小）1～4.5L/h、（大）3～80L/h 

台数 5 台 

気泡抜き装置：1 式 

圧力水ポンプ：多段渦巻ポンプ、吐出量 0.5 ㎥/分 

揚程 49.2ｍ、電動機 7.5 ㎾、台数 2台 

【送水施設】 

送水ポンプ室 
構造：ＲＣ造、地下 1階、Ｍ地階、地階（塩素混和池、ポンプ井） 

延床面積：1,618 ㎡ 

ポンプ井 

構造：ＲＣ造 

寸法：長 34.0ｍ×幅 18.5ｍ×深 4.5ｍ 

容量：2,800 ㎥ 

池数：1 池 

送水ポンプ 

豊橋線 

1～3 号：型式 立軸斜流、吐出量 29.2 ㎥/分 

揚程 46.0ｍ、電動機出力 320 ㎾ 

新城線 



 

 

1 号：型式 量吸込渦巻、吐出量 9.0 ㎥/分 

揚程 59.0ｍ、電動機出力 132 ㎾ 

2 号：型式 量吸込渦巻、吐出量 9.0 ㎥/分 

揚程 59.0ｍ、電動機出力 132 ㎾ 

3 号：型式 量吸込渦巻、吐出量 8.0 ㎥/分 

揚程 60.0ｍ、電動機出力 132 ㎾ 

4 号：型式 量吸込渦巻、吐出量 8.0 ㎥/分 

揚程 60.0ｍ、電動機出力 132 ㎾ 

【排水処理施設】 

排水池 

構造：ＲＣ造 

寸法：長 18.35ｍ×幅 8.65ｍ×深 8.1ｍ 

池数：2 池 

容量：1,360 ㎥（680 ㎥/池） 

上澄水返送ポンプ：吐出量 4.7 ㎥/分、揚程 18.0ｍ 

電動機出力 22 ㎾、台数 2台 

汚泥引抜ポンプ：吐出量 1.77 ㎥/分、揚程 20.0ｍ 

電動機出力 13 ㎾、台数 2台 

排泥池 

構造：ＲＣ造 

寸法：長 15.0ｍ×幅 7.5ｍ×深 3.4ｍ 

池数：2 池 

容量：760 ㎥（380 ㎥/池） 

汚泥引抜ポンプ：吐出量 0.93 ㎥/分、揚程 15.0ｍ 

電動機出力 5.9 ㎾、台数 3 台 

濃縮槽 

構造：ＲＣ造 

寸法：長 11.0ｍ×幅 11.0ｍ×深 5.0ｍ 

槽数：2 槽 

容量：1,200 ㎥（600 ㎥/槽） 

汚泥掻寄機械：中心駆動中央集泥型φ10.6ｍ×H5ｍ 

汚泥引抜ポンプ：吐出量 1.0 ㎥/分、揚程 12.0ｍ 

電動機出力 7.5 ㎾、台数 2 台 

除塵機 ＢＣ－１４００ユニット 

800W×1500L×850H 

【電気設備】 

受配電設備 

高圧 6.6 ㎸受配電設備 1 式 

排水処理棟変圧器：容量 500kVA、電圧 6,600V/220V、1 台 

1・2 系動力変圧器：容量 300kVA、電圧 6,600V/220V、2 台 

1・2 系照明変圧器：容量 75kVA、電圧 6,600V/220～105V、2 台 

自家発電機室 
構造：ＲＣ造、平屋建 

床面積：173 ㎡ 



 

 

自家発電設備 

発電機 1 基 

出力：2,500kVA、2,000 ㎾、電圧：6,600V、定格電流：218.6A 

ガスタービン機関 1 台 

形式：単純開放サイクル 1 軸式・空冷・電気始動式 

出力：2,133 ㎾、回転数 1,800rpm、仕様燃料油：A重油 

【計装設備】 

主機器 

中央監視制御設備 

監視操作用 PC 4 台 

帳票用 PC 1 台 

エンジニアリング PC 1 台 

監視サーバ 1 面 

UTM 装置 1 面 

帳票サーバ 2 台 

現場監視制御設備 4 組（23 面） 

流量計 

三ツ口取水流量計 

形式：超音波流量計、測定範囲：0～4,000 ㎥/h、呼び径：φ500 ㎜ 

総合原水流量計 

形式：超音波流量計、測定範囲：0～5,000 ㎥/h、呼び径：φ1,350 ㎜ 

豊橋線送水流量計 

形式：超音波流量計、測定範囲：0～4,000 ㎥/h、呼び径：φ900 ㎜ 

新城線流量計 

形式：超音波流量計、測定範囲：0～1,000 ㎥/h、呼び径：φ500 ㎜ 

第二新城線流量計 

形式：超音波流量計、測定範囲：0～1,000 ㎥/h、呼び径：φ800 ㎜ 

映像監視設備 

CCTV 監視 PC 2 台 

CCTV 制御装置 1 面 

映像切替操作卓 1 台 

大型ディスプレイ装置 2 台 

監視カメラ 15 台 

水質計器 
濁度計：散乱光式 3 台・透過光式 5 台、pH 計：11 台 

残塩計（有試薬）：1 台、（無試薬）6台、測温計 1 台 

その他設備 無停電電源装置 1 式 

【場外監視設備】 

広域送水監視制御シス

テム 

機器構成 

PC、モニター、プリンター、障害表示盤、ITV 監視装置、IP 電話、無

停電電源装置 

供給点毎日検査測定設

備 

監視装置機器構成 

PC、MO、プリンター、モニター、無停電電源装置、無線装置 

（自動水質測定装置、データ転送装置は対象外） 



 

 

【その他施設】 

管理本館 

構造：ＲＣ造、地下 1階、地上 3階、屋階、高架水槽 

延床面積：4,250 ㎡ 

建物付帯設備：門扉、空調、クレーン、電話、放送、防災、給水、燃料、

地下タンク、無線電話、機械警備システム等 

場内配管 鋼管及びダクタイル鋳鉄管 φ20～1,100 ㎜ 

 

森岡取水場 所在地：豊橋市石巻本町字天神下地内（無人施設） 

【取水施設】 

取水口 

構造：ＲＣ造 

寸法：幅 2.50ｍ×深 1.20ｍ 

数量：3 門 

取水ゲート 

形式：ローラーゲート 

寸法：幅 1.40ｍ×深 2.30ｍ 

数量：1 門 

導水路 
構造：ＲＣ造 

寸法：幅 1.40ｍ×深 2.30ｍ×長 13.55ｍ 

【沈砂施設】 

流入ゲート 

形式：ローラーゲート 

寸法：幅 3.00ｍ×深 2.10ｍ 

数量：2 門 

沈砂池 

構造：ＲＣ造 

寸法：長 30.00×幅 30.00ｍ×深 5.00ｍ 

池数：2 池 

容量：1,300 ㎥/池 

連絡管 鋼管φ1,600 ㎜×Ｌ78.0ｍ 

【機械設備】 

除塵機 

形式：ピンラック式（ベルトコンベヤ付属） 

寸法：幅 3.00ｍ×深 2.30ｍ 

数量：2 基 

排砂ポンプ 吐出量 2.2 ㎥/分、揚程 15.0ｍ、電動機出力 17 ㎾、台数 2台 

洗浄設備 洗浄モニター8 台 

【排砂施設】 

排砂池 

構造：ＲＣ造 

寸法：長 22.00×幅 6.00ｍ×深 1.20ｍ 

池数：1 池 

【取水・導水施設】 

ポンプ室 
構造：ＲＣ造 

寸法：長 28.00×幅 12.00ｍ（本館ポンプ棟 1 階） 



 

 

延床面積：336 ㎡ 

ポンプ井 

構造：ＲＣ造 

寸法：長 38.00×幅 18.00ｍ×深 4.90ｍ（本館ポンプ棟地下） 

容量：3,300 ㎥（2 分割） 

取水（導水）ポンプ 

森岡取水ポンプ 

型式：横軸両吸込み、吐出量：25.7 ㎥/分、揚程：30.0ｍ 

電動機出力：180～92 ㎾、台数：4 台 

森岡導水ポンプ 

型式：横軸両吸込み、吐出量：13.55 ㎥/分、揚程：67.0ｍ 

電動機出力：230 ㎾、台数：4 台 

【電気設備】 

受配電設備 
高圧 6,600V 受配電設備 1 式 

1・2 号主変圧器：容量 1,000kVA、電圧 6,600V/3,300V、2 台 

自家発電設備 

発電機 1 基 

出力：875kVA、700 ㎾、電圧：6,600V 

ガスタービン機関 1 台 

形式：単純開放サイクル 1 軸式・空冷・電気始動式 

出力：760 ㎾、回転数 1,800rpm、仕様燃料：A 重油 

【計装設備】 

主機器 
監視操作用 PC 2 台 

現場監視制御設備 1 組（4 面） 

流量計 

森岡導水管路流量計 

形式：電磁流量計、測定範囲：0～6,000 ㎥/h、呼び径：φ600 ㎜ 

森岡第二導水管路流量計 

形式：電磁流量計、測定範囲：0～4,000 ㎥/h、呼び径：φ600 ㎜ 

映像監視設備 
CCTV 制御装置 1 面 

監視カメラ 9 台 

水質計器 

濁度計：散乱光式 1 台、pH 計：1台 

アンモニア計：1 台、導電率計 4 台（牟呂用水上流（2）・牟呂用水下

流・森岡取水口） 

その他設備 無停電電源装置 1 式 

【その他施設】 

ポンプ棟 

電気棟 

ポンプ棟：ＲＣ造、地下 1 階、地上一部 2 階 

電気棟：ALC 造、地上 1階 

延床面積：1,698 ㎡ 

建物付帯設備：門扉、空調、クレーン、電話、放送、防災、給水、機

械警備システム等、燃料地下タンク 

※施設の内容は令和 5年 10 月時点の状態であり、施設等が更新及び新設された場合は更新及び設

置後の施設を対象とする。 



（別紙９：撤去施設及び維持管理施設業務として実施する運転管理業務・⽔質管理業務の詳細） 

 

項目 内容 

 

（１）撤去施設及び維持管理施設の対象となる施設の監視及び操作  

（２）日常水質試験（２回/日、午前１０時及び午後６時） 

ア 原水の水温、濁度、色度、ｐＨ、アルカリ度、過マンガン酸カリウム消費量、臭気測定（森岡

系及び三ツ口系原水）及び薬品注入試験（以下「ジャーテスト」という。） 

イ 沈殿水の濁度、色度、ｐＨ、アルカリ度、臭気測定、前塩素注入による残留塩素濃度測定及び

水温測定 

ウ 浄水の水温、濁度、色度、ｐＨ、アルカリ度、過マンガン酸カリウム消費量、臭気、味、残留

塩素濃度測定 

エ 気温の記録（２回/日、午前１０時及び午後６時） 

オ 原水・浄水試料水の採水及び保存（各１Ｌ、１回/日、午前１０時、保存期間３日） 

カ 飼育金魚の健康状態、数量の確認及び記録（１回/日、午前１０時） 

キ 水質試験結果データ入力（２回/日、午前１０時泳ぎ午後６時） 

（３）凝集薬品の選定（原則、硫酸バンドとするが、必要に応じてＰＡＣとの併用、ＰＡＣ単独とする

ことができる）及び注入率の決定。なお、凝集薬品の注入率は、（２）の試験結果をもとにけってい

するものとする。 

また、水質変動時における凝集薬品の注入率は、必要の都度（２）アの試験項目を実施し決定す

るものとする。 

（４）薬品注入設備の運転操作、及び貯槽の切替え 

（５）送水量、ポンプ井及び浄水池水位に応じた取水量の変更 

（６）末端入水先（供給点）、沈殿池、ろ過池、混和池、ポンプ井、調整池の残留塩素濃度監視と次亜塩

素注入設備の運転操作 

（７）沈砂池、着水井、沈殿池、ろ過池、混和池、浄水池、ポンプ井、調整池、排水池、排泥池及び濃

縮槽の水位を適正に保つための操作 

（８）沈殿池のスラリー濃度確認及び適正な機械運転と汚泥引き抜き操作 

（９）飼育金魚による原水、沈殿水、ろ過水の毒物汚染の監視（１時間毎）。なお、ろ過水の毒物汚染の

監視については、中和用チオ硫酸ソーダ溶液の作成及び注入機器の保守を含む。 

（10）原水水質異常時の初動における活性炭溶解作業、及び注入運転操作。なお、初動後の活性炭溶解

作業については、別途協議する。 

（11）ろ過池の運転及び洗浄 

（12）正門、西門等のＣＣＴＶ監視と正門電動扉開閉操作 

（13）１回/月の浄水場設備予備機への切替え操作 

（14）豊橋浄水場沈殿池及び排水池清掃時、森岡取水場沈砂池汚泥処理時の段取り、ポンプ及び弁の操

作 

（15）沈殿池のスラリー移行操作 

（16）１回/年の計装設備、電気設備及び非常用自家発電設備点検時の手順書による操作 

（17）１回/年場内弁室点検 

（18）休日、夜間における場外施設（権現調整池等）異常時の排水課担当者への連絡 

（19）休日、夜間の電話等による受水団体等からの情報連絡対応及び各課担当者並びに監督員への連絡。

運
転
操
作
、
監
視
に
関
す
る
業
務 



 

 

なお、電話等により外部と対応した場合は、報告書等の手段によりその内容を監督員に報告する。 

（20）機械警備システムの設定及び解除、警備委託事業者より通報があった時の対応及び連絡 

（21）必要により豊橋市小鷹野浄水場及び水資源機構への連絡 

 

（１）各種日報データの整理及び保存  

（２）業務日報及び執務日誌の作成  

（３）総合管理日報の作成（水質試験結果含む）  

（４）機器巡視日報の作成  

（５）休日及び時間外場内入退場記録の作成 

（６）不審者等監視記録表の作成 

（７）臨時測定記録の作成（原水水質異常時のジャーテスト記録、臭気測定記録及び活性炭運転記録）  

（８）故障・補修記録の作成 

（９）電気設備点検月報の作成  

（10）クレーン設備点検月報の作成  

（11）非常用自家発電設備点検月報の作成 

（12）重油地下タンク貯蔵所記録表の作成 

（13）通報・情報処理報告書の作成 

（14）水質試験用薬品配布依頼書の作成 

（15）運転マニュアル等の見直し及び改訂  

（16）劇物管理簿の作成 

 （１）緊急時における対応は運転マニュアル等によるものとする。  

（２）各浄水処理工程における水質が、運転マニュアル等に示す浄水場水処理基準値（管理基準値）を

逸脱した場合又はそのおそれのある場合は、必要な措置を講ずるとともに、直ちに監督者に連絡し、

その対応を協議する。 

 

緊
急
時
の
措
置 

記
録
等
に
関
す
る
業
務 



（別紙１０_撤去施設及び維持管理施設業務として実施する保守・点検業務の詳細） 

 

 

１．毎日実施する項目（時刻については県と別途協議する。）  

（１）沈殿池のスラリー採取及び濃度測定（２回/日） 

（２）豊橋浄水場機器巡視点検（２回/日） 

（３）水質試験用薬品の管理（１回/日） 

（４）ろ過池に設置した高感度濁時計のベース電圧及びシリカゲルの状況等点検（１回/日） 

２．週２回又は、３回（年１４７回）実施する項目 

（１）森岡取水場機器巡視点検 

（２）森岡取水場（牟呂用水含む）水質計器の点検及び洗浄 

（３）森岡取水場金魚槽の清掃 

３．週１回実施する項目（必要に応じ適宜）  

（１）硫酸バンド、ＰＡＣ、苛性ソーダ、次亜塩素酸ソーダの各貯槽液面計と中央管理室の貯槽液位の

チェックと薬品在庫調査 

（２）電気防食設備の電流及び電圧のチェック 

（３）次亜塩素酸ソーダ注入用加圧ポンプの切替え 

（４）豊橋浄水場水質計器室金魚槽の清掃 

（５）豊橋浄水場水質計器の点検及び洗浄（脱泡槽の清掃） 

（６）水質試験機器の洗浄 

（７）塩素要求量計の脱泡槽清掃及び次亜補充 

（８）薬注ライン切替え 

４．月１回実施する項目（必要に応じ適宜） 

（１）自家発電設備試運転（地下重油タンクの漏洩検査及び油量測定（検尺棒実測）含む） 

（２）活性炭注入設備試運転 

（３）次に示す運転機器の切替え 

ア 新城線の真空ポンプ 

イ 薬品注入機 

ウ 地下排水ポンプ 

（４）水質計器（ポータブルｐＨ計等を含む）の校正及びシリカゲルの点検及び交換 

（５）三ツ口池経由での取水量を増量し、１時間取水することによる洗管作業（水量については県と協

議） 

（６）森岡導水取水ポンプの切替え 

（７）電気設備巡視点検（電気室ガラリ清掃を含む） 

（８）ろ過池発信器エアー抜き 

（９）排水池汚泥引き抜きポンプ試運転 

（10）沈殿池ＳＶ計点検及び清掃 

（11）薬注設備バイパス注入試運転 

（12）計装用コントローラ盤等及び空調機フィルター清掃 

（13）クレーン設備点検 

（14）ポータブル残塩計測定槽の清掃及びシリカゲル交換 

（15）ろ過池高感度濁度計のシリカゲル交換 

点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
業
務 



 

 

（16）有試薬残塩計緩衝液及びチオ硫酸ソーダ溶液の作製及び補充 

（17）配水課が行う第一新城、第二新城単線ポンプ運転に伴う送水ポンプの操作 

（18）薬注コンプレッサーストレーナ清掃 

（19）前次亜注入ライン試運転 

（20）電話応答装置の動作確認 

（21）薬品貯槽受入口ストレーナ点検 

５．随時実施する項目 

（１）沈殿池のスラリー状況の巡視 

６．次の各号に掲げる項目を、必要に応じて実施するものとする。 

（１）空調設備の点検 

（２）沈殿池ロンダ―清掃及びろ過池等のごみ取り 

（３）計装用プリンタ等の用紙及びインクリボン等の取替え 

（４）浄水施設、機器及び作業環境の清掃 

（５）浄水処理用薬品を貯留槽へ入れるためのバルブ操作、薬品の品質確認及び薬品検収記録の作成 

（６）浄水処理用薬品の監督員への購入依頼 

（７）機器のグリスアップ 

（８）機器のオイル交換（強化月間）及び補充 

（９）異常発生時の状況確認等 

（10）消耗品の在庫管理 

（11）硫酸バンド、ＰＡＣ、苛性ソーダ及び活性炭の薬品注入試験用調合液の作製 

（12）過マンガン酸カリウム消費量測定用薬品の補充及びファクター測定 

 

（１）蛍光灯の取替え  

（２）ヒューズ、パイロットランプの取替え  

（３）外灯の不点灯調査及び球の交換 

（４） その他、必要と認められる軽微な故障時の処置 

 （１）施設保安強化月間の実施事項 

（２）計装設備点検時の運転操作 

（３）電気設備点検時の運転操作 

（４）非常用自家発電設備点検時の運転操作 

（５）その他点検及び工事等により必要となる運転操作 

（６）県と協議しての危機管理訓練の実施 

 

小
修
繕
に
関
す
る 

業
務 

県
及
び
事
業
者
が 

協
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し
て
実
施
す
る
業
務 



業務名称 責任の所在 
備考 

項目 細目 県 事業者 

運用管理 施設基準の適合 ○ △ 事業者は確認を行う 

水質管理 

毎日水質検査（庁長が定めるもの） － ○ 

浄水処理工程の管理 － ○ 

水質監視機器の管理 － ○ 
特殊機器（ｱﾝﾓﾆｱ計など）の専門的な
技能を要する点検を含む 

臨時水質検査 － ○ 水質異常時（原水の汚濁・汚染など） 

水量管理 

取水管理 － ○ 

浄水管理 － ○ 

送水管理（系統切替を除く） － ○ 

送水管理（系統切替） ○ △ 事業者は運転のみを行う 

施設管理 

衛生上の措置 － ○ 

運転管理 － ○ 

対象施設の点検 

法定 ○ － 

巡視（毎日・随時） － ○ 

定期（週・月・年）、臨時 － ○ 

対象外施設の点検 法定・巡視・定期・臨時 ○ － 

対象施設の修繕 
軽微なもの(事業者で対応可能） － ○ 

軽微な部品は事業者負担 
（歩掛けで率計上） 

突発なもの ○ (○)

委象外施設の修繕 軽微なもの・突発なもの ○ (○)

施設更新 ○ － 

施設台帳の整理 ○ － 

送水管理（場外施設監視装置の水質異常・機器故障等表示） ○ △ 
事業者は確認を行う（異常時は県へ
連絡） 

危機管理 

水質事故 ○ (○)
事業者はおそれがある場合に県へ
連絡 

施設事故 ○ (○)
事業者はおそれがある場合に県へ
連絡 

需要者に影響を及ぼす緊急事態 ○ (○)
事業者はおそれがある場合に県へ
連絡 

購買管理 
浄水薬品の購入手配 ○ － 水質測定用試薬は県が支給 

浄水薬品の補給が必要な場合の県への依頼、受入立会 － ○ 

補助業務 

修繕業者等の立会 ○ － 

電話受付（漏水、苦情等） ○ ○ 
夜間・休日は事業者が県（浄水場職
員、配水課）へ連絡 

イベント ○ － 

来場者の案内 ○ － 

その他 

事業者の健康診断 － ○ 

危機管理訓練・保安強化月間 ○ ○ 県と事業者とで協調して行う 

排水処理設備の施設整備・運営 － － 株式会社アクアサービスみかわ所管 

書類の管理 ○ ○ 県は事業者からの報告を含む 

【凡例】 ○ ：対象業務(県と事業者の重複なし)、 △：事業者は確認等を行う (豊橋浄水場等業務責任者が指揮監督・県へ連絡)

(○)：事業者に過失等の帰責事由がある場合、 －：対象外業務

（別紙１１：撤去施設及び維持管理施設業務において、事業者が実施する業務と県の業務との間の管理区分）



（２）責任分担の設定 

経営損失の

発生形態 
発生要因 内容 

リスク負担者 
備考 

県 事業者 

事故・災害 

自然災害 地震、落雷、風水雪害等 ○ △  

火災、爆発 火の不始末、不審火、ガス爆発等 ○ ○  

第三者行為、外来事故 
破壊行為、盗難、汚損等 
航空機等の物体落下 

○ △  

電気的事故、機械的事故 
劣化等瑕疵による電気・機械設備
の故障 ○ △  

水質事故（外来性） 原水の汚濁、汚染、排水の流入等 △ ○ 施設処理能力内 

導・送配水管の事故 漏水、浸水、赤水 ○ △  

渇水 給水制限、給水停止 ○ △  

人身事故  ○ ○  

第三者賠償 

リスク 

水質・水量・水圧・給水
の悪化 

契約期間中の事業者の責に起因す
るもの 

－ ○  

騒音・振動・地盤沈下 
契約期間中の事業者の責に起因す
るもの 

－ ○  

住民訴訟 断水・水質悪化 ○ △ 

水道事業における第三者に対しての瑕疵
は水道事業者が受けるが、事業者に帰責
理由があった場合は水道事業者は事業者
に求償する。 

契約の 

不履行等 

施設・設備の機能・性能 
の不足 

計画・設計の不適、既存施設設備の
欠陥 

○ －  

本件業務範囲における 
業務マニュアルの不備 

各種業務マニュアルの整備不足、
不備 

(○) △ 
準備期間中について、事業者は責を免れ
るものとする 

本件業務範囲における 
業務遂行上の不備 

監視制御・調整・確認・記録・連絡・
報告・管理等の不備 

－ ○ 
連絡には、災害、事故及び需要者に影響を
及ぼす緊急事態のおそれがある場合を含
む 

水質管理（基準） 
水質検査・浄水処理工程管理等の
不備 

－ ○  

契約終了時の業務引継 不適切な引継 － ○  

許認可取得、各種届出  ○ －  

財 務 
県側の事由 支払遅延、停止等 ○ －  

事業者側の事由 倒産等 － ○  

労 務 

雇用、労使問題 配置、昇進、休暇取得等 － ○  

職員の不正、犯罪 情報漏洩、横領等 ○ ○  

セクシャルハラスメント 対策不備による賠償請求 ○ ○  

政 治 
関連法令の変更 

法令改正に伴う事業運営の変更 
税法改正に伴う税負担の上昇 

○ －  

行政指導 強制力のある規制と指導 ○ △ 
事業者の責による場合も県（事業者）が指
導を受ける 

経 済 物価変動 物価に伴う価格変動 ○ ○ 
急激な物価変動の場合、県と事業者で協
議のうえ、これを処理する 

社 会 

受水団体との協議等 料金、水量、苦情、渇水等 ○ △ 
事業者の責による場合も県（事業者）が行
う 

給水需要 
給水人口・社会情勢・天候などによ
る需要変動 

○ －  

技術の陳腐化 設備機器の更新サイクル上昇 ○ －  

環境問題 
環境基準違反・騒音・悪臭・環境汚
染等による事業制限、住民訴訟 

○ △  

＜記号の意味＞ 

○：リスク負担者、△：リスク負担者となる可能性あり（過失等の帰責事由がある場合）、－：リスク免責者 



（別紙１２：撤去施設及び維持管理施設業務に含まれない業務） 

 

（１）撤去施設及び維持管理施設業務の対象となる施設の受変電設備、自家発電設備、無線設備、

消火・消防設備、浄化槽設備、クレーン設備、地下燃料タンク及び建築設備に関する法定点

検業務 

（２）撤去施設及び維持管理施設業務の対象となる施設の空調設備、計装設備、電気設備、自家

発電設備、流量計設備、電動弁、高感度濁度計、広域送水監視制御システムに関する専門的

な技能を必要とする点検業務 

（３）撤去施設及び維持管理施設業務の対象となる施設の改良及び修繕工事 

（４）撤去施設及び維持管理施設業務の対象となる施設の塗装工事 

 



（１）事業者が専ら使用する什器、備品、事務器及び事務用消耗品

（２）報告及び記録用紙

（３）撤去施設及び維持管理施設業務の履行に必要な安全対策器具類

（４）撤去施設及び維持管理施設業務の履行に必要な車両及びその燃料費

（５）清掃用具及び清掃用品、衛生用品（石鹸、消毒液、救急用品）

（６）電話、ファックスの設置工事費及び維持費

ただし、緊急時には、電話、ファックス等は、県所有の機器を利用できるものとする。

（７）水質監視用金魚及び飼育に必要な餌及び器具等

（８）別紙１０の点検及び整備に関する業務に要する汎用工具類、汎用補修材料、計測機器、清掃用品

及び備消耗品

 ただし、水質試験に要する試薬及び試験機器・器具類及び消耗品は除く。 

（９）別紙１０の小修繕に関する業務に要する汎用工具類、汎用補修材料及び備消耗品

（別紙１３：撤去施設及び維持管理施設業務の履行に要する費用のうち、事業者の負担で用意するもの）



（別紙１４_撤去施設及び維持管理施設業務として実施する運転管理業務、保守・点検業務、⽔質管理業務における提出書類） 

 

名 称 提 出 時 期 等 

豊橋浄水場運転管理業務等管理技術者通知書 
特定事業契約後５日以内 

（経歴書添付、変更時は変更前までに提出） 

豊橋浄水場運転管理業務等主任技術者通知書 
特定事業契約後５日以内 

（経歴書添付、変更時は変更前までに提出） 

豊橋浄水場運転管理業務等従事者通知書 
特定事業契約後３０日以内 

（経歴書添付、変更時は変更前までに提出） 

点検者等通知書（豊橋浄水場運転管理業務等） 
作業の都度 

（撤去施設及び維持管理施設業務の対象施設に立ち入る事業者の使用人等を含む） 

業務計画書（豊橋浄水場運転管理業務等） 

特定事業契約後速やかに  

特に、下記の事項を詳細に記入すること 

(1) 業務概要、実施内容、組織体制表、年間業務工程表  

(2) 本業務に従事する者の連絡先、連絡体制表  

(3) 緊急事態における対応計画書 

(4) 教育訓練計画（事業期間中における転入者の研修計画書を含む）及び習熟状況の

確認方法等々 

業務日報（豊橋浄水場運転管理業務等） 

機器巡視点検日報（豊橋浄水場運転管理業務等） 

管理室日報（豊橋浄水場運転管理業務等） 

水質日報（豊橋浄水場運転管理業務等） 

当日分を翌日朝 

臨時測定記録（豊橋浄水場運転管理業務等） 

故障記録・補修記録（豊橋浄水場運転管理業務等） 

地震後被害状況調査報告書（豊橋浄水場運転管理業務等）等 

随時 

定例業務報告書（豊橋浄水場運転管理業務等） 実施の都度（異常等が確認された場合は速やかに） 

月間勤務割通知書（豊橋浄水場運転管理業務等） 勤務月の一週間前まで 

検便結果報告書（豊橋浄水場運転管理業務等） 年２回以上（初入場時は入場予定日５日前まで） 

安全衛生研修実施報告書（豊橋浄水場運転管理業務等） 年１回以上 



 

 

名 称 提 出 時 期 等 

資器材搬入搬出届け（豊橋浄水場運転管理業務等） 搬入搬出の都度 

豊橋浄水場運転マニュアル 毎年 12 月末まで（加筆修正はその都度） 

豊橋浄水場緊急事態対応マニュアル 2026 年３月 31 日まで（加筆修正はその都度） 

豊橋浄水場作業手順書 毎年 12 月末まで（加筆修正はその都度） 

引継書（豊橋浄水場運転管理業務等） 事業終了日の３か月前まで 

引継報告書（豊橋浄水場運転管理業務等） 事業終了日まで 

履行報告書（豊橋浄水場運転管理業務等） 2026 年４月１日以降、３か月を経過した毎及び事業終了日 

完了通知（豊橋浄水場運転管理業務等） 2026 年４月１日以降、３か月を経過した毎及び事業終了後 

提出部数は、完了通知は２部、その他は１部とする。 

 



 

 

 
（補足） 

 

業務計画書（３）の緊急事態における対応計画書には、応援出動体制及び配備体制、並びに別事業

所によるサポート体制等について、次を例に記載すること。 

 

（記載例） 

（１）緊急事態発生時における、豊橋浄水場運転管理業務等管理技術者、豊橋浄水場運転管理業務等主
任技術者及びその他豊橋浄水場運転管理業務等業務従事者の応援出動体制及び配備体制、並びに別事業
所によるサポート体制。 

 

〇応援出動体制 

  居住地 
浄水場までの 

距離 
浄水場までの 

時間 

豊橋浄水場 

運転管理業務等 

管理技術者 

○○市 ○㎞ 30 分 

豊橋浄水場 

運転管理業務等 

主任技術者 

○○市 ○㎞ 40 分 

その他 
○○市 ○㎞ 30 分 

○○市 ○㎞ 60 分 

 

○応援配備体制 

  

原水高濁
度 

(100 度
超） 

水質汚染 
事故 

施設事故 その他 

豊橋浄水場 

運転管理業務等 

管理技術者 

現場参集 現場参集 現場参集 現場参集 

豊橋浄水場 

運転管理業務等 

主任技術者 

現場参集

* 
現場参集* 現場参集* 現場参集* 

その他 ＋１名 ＋１名 ＋１名 ＋１名 

*豊橋浄水場運転管理業務等管理技術者の代行時 

 原則、豊橋浄水場運転管理業務等管理技術者又は豊橋浄水場運転管理業務等主任技術者が現場に参集す

るが、やむを得ない場合は同等の技術力を有する者が参集する。 

 

 

 

 



 

 

 

○別事業所等によるサポート体制 

事業所等 住所 
浄水場までの 

距離 
浄水場までの 

時間 
対応方法 

○○事業所 ○○県○○市 ○㎞ ○分 ○○○ 

○○事業所 ○○県○○市 ○㎞ ○分 ○○○ 

 

（２）緊急事態発生時の確実な情報伝達体制及び手段 

 ・本業務に従事する者全員に携帯端末を常時携行させるため、いかなる時でも情報伝達が可能 

 ・豊橋浄水場内に設置する豊橋南部事業所 PC より、本業務に従事する者全員の携帯端末へ一斉電子メ

ールの配信が可能 

 

 

業務計画書（４）の教育訓練計画書には、業務に従事する者に対するスキルに合わせた研修や訓練

及び転入者に対する研修等について、次を例に記載すること。 

 

（記載例） 

 

（１） 本業務に従事する者に対するスキルに合わせた研修の内容及び期間 

  研修名 研修内容 研修頻度、期間 対象者 

上級 

社内○○研修 ○○○ ○回／年、○時間 

豊橋浄水場 

運転管理業務等 

監理技術者 

社内○○研修 ○○○ ○回／年、○時間 

豊橋浄水場 

運転管理業務等 

主任技術者 

中級 
社内○○研修 ○○○ ○回／年、○時間 その他 

豊橋浄水場 

運転管理業務等 

従事者 

社内○○研修 ○○○ ○回／年、○時間 

初級 
社内○○研修 ○○○ ○回／年、○時間 

社内○○研修 ○○○ ○回／年、○時間 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（２） 以下の項目に関する訓練の内容、頻度及び対象者 

・ 原水水質異常（高濁度及びカビ臭） 

・ 停電 

・ 施設故障（薬品注入設備等） 

研修項目 研修内容 頻度 対象者 

高濁度 
調整した高濁度原水の適正注入率
を、ジャーテストを行い 2 時間以内
に決定する 

２回／年 
本業務に従事 

する者全て 

 

 

  

 

（３） 転入者（本業務に従事する者の変更）に対する研修の内容及び期間、並びにこの期間中にお

いて転入者が従事するときの実施体制 

研修項目 研修内容 研修期間 講師 

 ○○○ ○か月  

    

 

 
 


